別添
霧島緑の村維持管理業務基準書
Ⅰ　運営管理との調整

維持管理作業は、事前に施設利用予定等、運営管理事項との調整を図りながら行うこと。

Ⅱ　作業の必要量など

定期的に実施する作業の場所・回数は維持管理業務基準書及び図面によること。施設の設置目的若しくは施設の置かれた社会的環境に鑑み、その状況に応じ適切な作業回数を確保するほか、施工場所・施工回数の規定のない作業については、指定管理者が適宜判断して行うこと。

Ⅲ　業務毎の基準

１　植物管理

作業は、対象植物の成育状況に鑑み、各作業を適切な時期に行うことを原則とする。なお、作業にあたっては利用者の安全に十分留意すること。 

（１）芝生管理

①芝刈り

芝生地それぞれの位置づけ、景観上・施設利用上の状況を勘案し、芝刈りによる育成管理効果において適切な回数(４月から10月については月に２回程度)を実施すること。
②施肥
適正な育成管理上、利用状況及び芝の状態に応じて適切な時期に(年２回程度)を実施すること。

③目土散布
適正な育成管理上、利用状況及び上記芝刈り回数に応じて適切な回数を実施すること。

④病害・害虫対策（薬剤散布） 

広場等の芝生地においては、病害や害虫被害による芝の劣化による不快感を発生させないこと。特にアナグマなどの被害にも留意すること。
⑤更新作業（エアレーション、サッチング）

広場等の芝生地においては、利用状況及び上記芝刈り回数に応じて適切な回数(年２回程度)を実施すること。

⑥除草

広場等の芝生地においては、芝刈り作業と並行して、発生した雑草が見えない状態とすること。
（２）樹木管理
①剪定・枝下ろし・刈り込み

適正な育成管理、病害の発生予防、樹形景観の保全などを考慮するほか、植栽樹木の特性に応じて行うこと。剪定枝下ろしが必要な高木については、適宜剪定を実施すること。
　　　②病害・害虫防除（薬剤散布）

植物の生育阻害並びに景観阻害、利用者の不快感や毒棘による被害等を予防するため、防除を行うこと。被害が発生した場合、病害や害虫発生部位の切除による除去を基本とする。また、被害木の倒伏により通路あるいは施設周辺道路の通行に支障をきたす危険性が生じた場合は、市へ報告後、除伐並びに適切な処分を行うこと。

　　　③散水

水分不足による育成不良、期外の落葉などを発生しないよう適時散水を行うこと。特に、渇水時に芝の萎凋現象を発生させないよう適時散水を行うこと。散水にあたっては関係機関と調整し実施すること。夏季に於いては時間帯も含め十分注意すること。
④除草

樹木の良好な育成のために次の業務を行うこと。

植栽地については、周辺の除草を行うこと。

芝生地にある樹木については、周辺の除草、徒長芝の除去等を行うこと。

樹高の低い植栽については、植え込みの地際の除草を行い、雑草を繁茂させないこと。

（３）草地管理
施設内景観の保全、法面の保護、側溝管理などの観点から、利用者に不快感を抱かせないよう草刈りを行うこと。
（４）枯損木管理

施設路上の枝からの枯れ枝落下による事故、倒木による事故等の防止、景観の保全等の観点から、枯損木を適切に処分すること。
（５）植物残渣管理

植物維持管理作業で発生した剪定枝や刈り草などについては、原則、緑のリサイクルなどによる再生・再利用を行わなければならない。ただし、やむを得ず処分する場合は、適切な施設において処分すること。

２　施設・施設設備管理

利用者に、常に安全で快適な利用の提供ができるよう、次の業務を行うこと。

（１）施設内巡回

供用日において、施設内を巡回し、施設及び施設設備が利用者の利用に支障を来すことがないよう点検を行うこと。
（２）建物管理

建物については、その使用用途に合わせ適切に維持管理を行うこと。

（３）工作物管理
排水工作物、散水、看板類、柵（フェンス）類等の保守・点検を行うこと。

（４）施設設備管理 

電気保安規程をはじめ関係法令を遵守し、下記設備について、運転・監視、保守・点検の業務を行うこと。また、常に諸設備が円滑に使用できるよう最善の努力を払うとともに、故障を未然に防止し、施設の用途及び季節・気温の変化等を勘案しながら、経済運転でかつ快適となるよう適正に管理を行うこと。
なお、イベント開催時には、音響、照明等の準備片付け、仮設電源・配管等について協力するほか、冬期に仮設照明の設置運転等を行うこと。

３　清掃管理

日常清掃は、施設の良好な衛生環境を保持するために、適時適切に行うこと。定期清掃は、施設使用に支障のないよう実施することを原則とする。また、車両や機械類を使用する場合は、利用者・作業者の安全に十分に留意すること。

（１）日常清掃

・倉庫、トイレ、休憩所等について、掃き、拭き掃除等を行うこと。

・芝生地、並びに施設内のゴミ拾いを行うこと。

・落ち葉収集を行うこと。

・利用者に不快感を与えないようなゴミ・異物などの除去を行うこと。

・その他工作物の清掃を行うこと。

（２）定期清掃

・側溝、集水桝の清掃を行うこと。

（３）ゴミ処分管理

次の事項において行うこと。

・収集したゴミの集積、保管

・不燃、可燃、その他粗大ゴミなどの分類
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